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I often made it an issue from the viewpoint of human rights over a sexual minority problem 
by sexual minority exercise for approximately 20 years at various places in Korea, and came 
to be seen. The National Human Rights Commission of Korea does the correspondence of 
the action for the human rights of the sexual minority, based on the National Human Rights 
Commission Act at the country level, and the action that some local governments establish 
the human rights charter and the human rights regulations, the student human rights regula-
tions at the district level again is seen. However, an opposite voice does not yet die out for 
these reasons. The issue clarifies the process of making it and the point at issue and lectures 
on what kind of form the problem of the sexual minority came to be placed as the issue of 
human rights in in this report about the present conditions of the sexual minority in Korea.

Ⅰ．韓国における性的少数者をめぐる
差別の現状

韓国社会で性的少数者運動が始まって約20年
が過ぎたが、いまだ韓国社会で性的少数者は差
別と嫌悪暴力の対象である。2014年国家人権委
員会は「性的指向・性別アイデンティティによ
る差別実態調査」を行った。その調査によると、
性的少数者は学校、雇用領域などさまざまな場
面で差別を受けていることが分かる。この調査
は国家機関が実施した最初の性的少数者の差別
実態に関する調査であり、多様な領域での差別
についてそれぞれ調査を行っている。すでに2005
年度に国家人権委員会が実施した性的少数者の
人権現況に関連する調査があるが、その調査は
性的少数者を直接対象にして行った調査ではな
く、新聞やメディアから得られた情報をまとめ

たものであるため、差別の実態を知るのには限
界があった。また、性的少数者に関わる領域に
おいては今まで国家機関による調査が行われて
いないため正確なデータを得ることができなか
った。その点から考えると2014年度に国家人権
委員会が行った「性的指向・性別アイデンティ
ティによる差別実態調査」は1,000人を超える性
的少数者を対象にし彼らが受けている差別の現
状について当事者から回答を得たということで
意味がある。 この章では、この調査の結果を用
いて韓国における性的少数者をめぐる現状につ
いて検討して行きたい。特に、最近話題になっ
ている学校や雇用領域における差別に絞ってみ
て行きたい。

まず、中学・高校に通った経験がある性的少
数者の中で満13－18歳の青少年200人を対象に
して行った学校内での差別実態をみると、青少
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年の性的少数者の98%が教員や他の学生から嫌
悪表現を使われた経験があると答えた。「男性が
男性を愛することは自然ではない」が教員から
が65%で、同選択肢については他の学生からが
78%と最も多かった。その次に「同性愛は道徳
的ではない」が教員からが59%、他の学生から
が70.5%と最も多かった。選択肢の中にはその
他にも「同性愛者は学生たちに悪い影響を与え
る」、「同性を愛する心は治療できる」、「学校で
同性愛について教えると異性愛者も同性愛者に
なってしまう」、「生まれた性別と違う性別で生
きたがるのは幼い時に悪い経験をしたからであ
る」、「生まれた性別と違う性別で生きたがるト
ランスジェンダーは強制的に治療をして生まれ
た性別で生きさせないといけない」などがあっ
た。

性的少数者の青少年は性的指向・性別アイデ
ンティティを理由にした差別やいじめを受けて
おり、実際学校から懲戒処分を受けた学生もい
た。同性と交際した経験がある学生が114人い
たがその内交際を理由に懲戒処分を受けた学生
が4人、「女性らしくない」、「男性らしくない」
という理由で懲戒処分を受けた学生も7人いた。
教員からは20%の学生が性的少数者であること
を理由に侮蔑的言葉を言われたり批難・無視さ
れていた。他の学生からのいじめの経験がある
学生は54%と半分以上を占めており、その中で

「侮辱的な言葉を言われた」が47.5%と一番高か
った。それ以外にも勝手に性的指向を明らかに
された（24.5%）、アウティングを口実に脅迫さ
れた（13%）、セクハラまたは性暴力を受けた

（10%）などの経験が報告された。
性的指向・性別アイデンティティを理由に差

別を経験した性的少数者の学生の86%がストレ
スを感じたと答えており、現在学校に通ってな
い学生も7人いた。差別やいじめの経験は自殺
や自傷といった恐ろしい行為にまでつながる場
合もあり、今回の調査でも19%が自殺企図を、

16.1%が自害をした経験があると答えた。
性的少数者に対する差別は雇用の場でも行わ

れている。最近の事例では大手企業に勤めた性
的少数者が性転換手術のために休暇の届けを出
したが、女装をした自分の写真が会社の内部で
流され大騒ぎになり結局会社を辞める事件があ
った（朝鮮日報、2015.12.24）。

同調査によると、性的少数者は雇用の採用過
程だけではなく職場の中でも差別を受けていた。
同調査の948人の成人の性的少数者を対象にし
た雇用領域における調査では、雇用の領域で起
きている差別について明らかにした。まず、採
用過程での差別実態をみると法的性別と実際の
外見に差があるという理由で差別を受けた同性
愛者・バイセクシュアルは、回答者619人の内 
27.8%、トランスジェンダーは回答者71人の内
53.5%が該当した。採用過程での差別は主に性
的少数者であることを理由にした採用拒否であ
り、例えば、面接の時のカミングアウト、生ま
れた性別と実際の外見の不一致などがある。実
際に調査の結果でも生まれた性別と他人に認識
される性別が一致する場合は採用拒否経験がな
いが、不一致の場合には採用拒否が22%もあっ
た。

性的少数者は就職が出来たとしても性的指
向・性別アイデンティティを理由にした差別は
絶え間なく起きている。同調査では、性的少数
者は様々な理由で差別を受けているが、その差
別の中で最も多かったのが「女性らしくない、
男性らしくないという理由で繰り返して指摘さ
れた」が同性愛者・バイセクシュアルの場合に
は回答者516人の内33.7%が 、またトランスジ
ェンダーでは50人の内 54%を占めていた。そ
の次に「私の非難や悪口をするのを聞いたこと
がある」という問いについては、同性愛者・バ
イセクシュアルの場合が16.7%、トランスジェ
ンダーの場合が30%であった。その他に「勝手
に性的指向を明らかにされる」、「重要な情報を
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わざと教えてくれなかった」、「性暴力を受けた」、
「身体的な暴力を受けた」などがあげられた。

これまで見てきたのは主に学校と雇用の領域
で起きている性的少数者に対する差別実態であ
るが、これだけをみても韓国における性的少数
者をめぐる問題がどれほど深刻であるかが明ら
かになる。このような現状の中、最近韓国では
様々な場で人権の観点から性的少数者問題をめ
ぐっての問題が争点となることが多く見られる
ようになった。

国レベルでは国家人権委員会が国家人権委員
会法に基づいて性的少数者の人権に関わる申し
立てに対して是正勧告の取り組みを行い、また
地方レベルではいくつかの地方自治体が人権憲
章や人権条例、学生人権条例などを制定する取
り組みがみられる。しかし、いまだにこれらの
取り組みに対して反対の声が絶えないという現
実もある。本稿では性的少数者の問題がどのよ
うな形で人権問題として位置づけられるように
なったのか、その経緯と争点を明らかにし、現
在韓国における性的少数者の現状と課題につい
て論じる。

Ⅱ．韓国の性的少数者への人権認識に
基づくアプローチ

1．政府（国家人権委員会）の姿勢と取り組み
韓国で性的少数者の人権と市民権に対する議

論がされ始めたのは、性的少数者運動が本格的
に始まった1990年代以降である（ソ・ドンジ
ン、2005）が、国家人権委員会法が制定される
前までは性的少数者の人権どころか性的少数者
の存在すら知らない人も多かった。しかし、国
家人権委員会法が制定され、その人権法の中に
含まれている性的指向の項目をめぐって賛否の
世論が分かれ、メディアでも大きく報道される
ようになった。その影響力により性的少数者を
めぐる問題は社会問題として可視化され始め、
性的少数者問題は人権という観点から議論され

るようになった。
国家人権委員会は2001年11月25日に設立さ

れ、立法、司法、行政のどこにも属さない準国
際・準司法的な人権専門の国家機関として政策、
調査・救済、教育・広報、国内外協力などの業
務を担当している（国家人権委員会HPより）。
国家人権委員会の設立をめぐって韓国社会の中
で議論がされ始めたのは1993年以降である。国
連のウィーン会議が世界各国に向かって国家人
権委員会設立の勧告案を採択してから韓国の
NGOは持続的に国家人権委員会の設立を要求
してきた（pressian、2001.11.29）。そして本格
的に議論が始まったのは1997年11月に金大中
大統領候補が「人権法制定及び国家人権委員会
の設立」という大統領選挙における公約を発表
し、100大国政課題の一つとして国家人権機構
の設立を掲げ、『国民人権委員会設立準備団』を
発足させてからである。1998年の当選後に3年
かけて行われた法務部と人権団体の数回の交渉
と調整の末に2001年5月24日国家人権委員会
法が国会を通過し公布され、2001年11月25日
に施行された。この国家人権委員会法が韓国の
社会で性的少数者を保護する唯一の国家レベル
の施策であり、国家人権委員会法第2条3項で
性的少数者の人権について次のように述べられ
ている。

｢平等権侵害の差別行為とは合理的な理由な
く性別、宗教、障害、年齢、社会的身分、出
身地域（出生地、登録基準地、成年になる前
の主な居住地などを言う）、出身国、出身民
族、容貌など身体条件、既婚者・未婚・別居・
離婚・死別・再婚・事実婚などの婚姻の有無、
妊娠や出産、家族形態または家族の状況、人
種、肌の色、思想または政治的意見、刑の効
力が実効された前科、性的志向、学歴、病歴
などを理由にした次の各目のいずれかに該当
する行為をいう。ただし、現存する差別をな
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くすため、特定の人（特定の人たちの集団を
含む。以下この条で同じである）を暫定的に
優遇する行為とこれを内容とする法令の制
定・改正及び政策の樹立・執行は平等権侵害
の差別行為（以下 “差別行為” という）とみ
なさない｣（2014年3月18日施行） （国家法令
情報センターHPにより）。

国家人権委員会は、性的志向を明示した本法
に基づいて性的少数者の人権に対しての取り組
みを行っている。以下では、実際に是正措置の
勧告が行われた事例 1）を用いて国家人権委員会
が性的少数者問題についてどのように対応をし
ているかをみる。

最初の同性愛者のインターネットサイトであ
るエクスジョンは2000年代前半、情報通信倫理
委員会から本サイトは青少年有害媒体であると
告示／指定されたが、2003年3月31日、国家人
権委員会が青少年有害メディアの個別審議基準
に同性愛が含まれるのは憲法に反するものであ
り、同性愛サイトは青少年有害メディアではな
いので同性愛の項目を削除するように青少年保
護委員会に勧告した。その後、2004年4月30日
に青少年有害メディアの審議基準から同性愛が
削除された。

2012年度には麻浦区庁から性的少数者関連横
断幕の撤去および掲示を拒否される事件が発生
した。麻浦レインボー住民連帯が掲げようとし
た横断幕は「今、ここを通る人の10人のうち1
人は性的少数者です」と「LGBTである我々が
今ここに暮らしています」の2種類であった。
これに対して麻浦区庁は横断幕の内容は青少年
の保護・指導を妨害する恐れがあり、広報の文
言が直接的すぎで大げさな所があるという理由
で内容修正を要求してきた。麻浦レインボー住
民連帯は性的指向による差別であると国家人権
委員会に陳情を出した。国家人権委員会は麻浦
区庁があげている青少年の保護・指導を妨害す

る恐れがあるという主張については2004年4月
青少年有害メディアの審議基準から同性愛条項
が削除されたため麻浦区庁の主張は適切ではな
いとした。また、LGBTという言葉は直接的な
表現であるため不適切であるという主張につい
てもLGBTは国際連合人権理事会の報告書など
にも使用する国際的に通用している用語であり、
単純にアイデンティティを表現する言葉である
ため、当事者を明示的に表現するだけで他人の
名誉や権利または社会的法益（性道徳）を侵害
するとは言い難いと判断し、麻浦区庁に1. 管轄
している屋外広報物の掲示において広報物の内
容が性的少数者と関連するという理由で排除し
ないこと、2. 業務と関連している職員に対して
性的少数者差別禁止の人権教育を実施すること
と勧告した。

2013年9月17日性的少数者人権運動の連帯組
織である性的少数者差別反対ムジゲヘンドン（虹
行動という意味）はカミングアウト文化祭を開
催しようと麻浦区庁文化観光課に舞台使用申請
書を提出したが、区庁は①特定企業及び団体の
広報のための広報行為としての場所使用の承認
条件に反していること、②性的少数者の公演に
反対する近隣住民たちの反対意見を参考にして
おり、性的少数者の文化祭を開催承認する場合
賛成と反対の立場の様々な市民団体との対立と
コンフリクトが予想されること、③舞台がある
近辺には小学校があるが文化祭のゲイ及びレズ
ビアンによるプログラムは性的観念が未成熟な
子どもたちに悪い影響を与える恐れがあること
を理由に承認を不許可とした。

2013年10月24日ムジゲヘンドンは性的指向
を理由とした差別であると国家人権委員会に陳
情書を出した。国家人権委員会は麻浦区庁が主
張している点について次の理由を挙げて反 し
ている。①行事目的と行事内容を検討した結果、
この公演は広報行為ではないこと、また2年間
この舞台で開催された他の公演などと比較して
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みても麻浦区庁が主張している場所使用の承認
条件に反しているとは言い難いこと、②青少年
の有害メディアの審議基準から同性愛が削除さ
れた事例からみると同性愛に関連する行事であ
るからといって青少年に有害とは言い難いこと、
③国家及び地方自治団体はたとえ集団間での見
解により対立とコンフリクトが発生してもその
過程で社会的少数者が不合理的な差別や抑圧の
対象にならないように保護し、少数者に対する
偏見と嫌悪を無くすために努力をする義務があ
ることを示しながら、今後性的少数者関連行事
の施設利用申請において合理的な理由無しに不
承認とすることがないよう再発防止対策を用意
することを勧告した。

このように国家人権委員会は様々な性的少数
者の差別について対応してきている。しかし、
国家人権委員会の対応は国家人権委員会法に基
づいて行われているため、すべての差別に対し
ては対応が出来ないということと、強制力がな
いため実質的な問題解決には至らず勧告の水準
に留まるという限界がある。

2．地方自治体のアプローチ
2000年代に入って韓国社会では国家レベルの

国家人権委員会法が制定されただけではなく、
地方レベルではいくつかの地方自治体で人権憲
章や人権条例、学生人権条例などが制定されて
おり、性的少数者の人権の擁護を規定している。
2016年1月現在、学生人権条例を制定した教育
庁は京畿道、光州広域市、ソウル特別市、全羅
北道の4カ所である。また仁川広域市、江原道、
忠清北道、慶尚南道、全羅南道は住民発議や教
育庁が発議の準備をしている。学生人権条例以
外にも光明市市民人権条例（2011.9）、果川市性
平等基本条例（2013.8）が制定されており、性
的少数者の人権に関連する項目が明示されてい
る。京畿道、 光州広域市、ソウル特別市、全羅
北道の学生人権条例では差別されない権利の領

域の中に性的指向を理由に差別されないという
項目を設けて性的少数者の権利について述べて
いる。さらにソウル特別市と全羅北道では少数
者学生の権利保障の対象に性的少数者を入れて
性的少数者に対する差別を防いでいる。この学
生人権条例には性的指向以外にも暴力から自由
になる権利、個性を実現する権利、個人情報を
保護される権利などが明示されている。光州広
域市では学生人権条例の他にも光州人権憲章を
制定して第12条の中で性的指向に関連する項目
を明示している。

このような学生人権条例制定の背景には国家
人権委員会の活動と支援が考えられる。国家人
権委員会が設立されて以降、国家人権委員会は
体罰による陳情を絶え間なく受付ており、学生
に対する人権侵害が問題として現れるようにな
った。ソウル市と光州市、京畿道、全羅道など
の地域では進歩的な性格を持つ教育監 2）が選出
され、その教育監らの主導により学生人権条例
の制定の動きが始まった（アン・ジン、2011）。

しかし、このような憲章と条例の制定過程に
は多くの困難があった。最初に制定された条例
は2010年10月に教育監政策で制定された「京
畿道生徒人権条例」であり、それに次ぐのが2011
年10月に制定された「光州広域市学生人権保障
及び増進に関する条例」である。「ソウル学生人
権条例」は2012年1月、京畿道と光州広域に続
き、3番目に制定された。京畿道と光州広域で
は、大きな反対なく条例制定が可決されたが、
ソウル特別市の場合には条例の制定まで多くの
課題があった。京畿道では教育監が当選した後
に学生人権条例が制定された。

光州広域市の場合、2005年8月全国教職員労
働組合の教員らと当時教育委員であったジャ
ン・フィグック教育監の主導により光州学生権
利条例推進委員会が構成され、制定に向けての
活動が行われ始めた。推進委員会は条例案を作
成し、光州広域市の教育庁に上程しようとした
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が、一部の教育委員の反対により上程されず廃
案とされることになった。その後に主導した教
育委員が教育監に当選し、推進委員会で活動し
た全国教職員労働組合の教員らが条例制定諮問
委員会に参加し、光州広域市の学生人権条例は
制定されることになるが、これは推進委員会の
活動と当時なされたさまざまな議論を土台とし
て形成されていたために可能になったと考えら
れる。

ソウル特別市の人権条例は韓国で初めて住民
発議により制定された。ソウル特別市は住民発
議案がほとんど原案通り通過したという点で京
畿道と光州広域市との違いがあるが、他の地域
が大きい苦痛をともなうことなしに制定された
ことに比べて、ソウル特別市ではさまざまな反
対勢力と揉めることが多かった。ソウル特別市
の「学生人権条例」の制定に当たっては、キリ
スト教団体を中心に構成された同性愛問題対策
委員会はキリスト教精神に適合ではない「毒素
条項」があると主張し、同性愛擁護条項の削除
を要求した。同性愛問題対策委員会が毒素条項
と指摘した内容は、学生人権条例第5条差別を
受けない権利に明示されている。第5条は「学
生は性別、宗教、年齢、社会的身分、出身地域、
出身国家、出身民族、言語、障害、容貌などの
身体条件、妊娠または出産、家族形態または家
族状況、人種、経済的地位、肌の色、思想また
は政治的意見、性的指向、性別アイデンティテ
ィ、病歴、懲戒、成績などの理由で差別をされ
ない」というものである。これに対しての具体
的な修正要請内容は①差別禁止の理由で同性愛
およびトランスジェンダーを正常と誤認させる
恐れがある性的志向と性別のアイデンティティ
の削除、②未成熟な学生らによって社会的混乱
を加重させる恐れのある妊娠または出産、家族
形態または家族状況の削除、③第21条と第28
条1項にある性的少数者の削除であった（キリ
スト教広報、2013.12.30）。このように反発が激

しかったのにも関わらず、原案がほとんど内容
修正せずにそのまま通過できたのは、学生人権
運動と性的少数者運動の影響であり、蓄積され
た経験と歴史が条例の制定過程において特定の
年齢とセクシュアリティを排除してきた既存の
市民権の範疇を拡張したからであるとされる（キ
ム・ナ、2013）。

最近、ソウルに引き続き光州広域市でも人権
憲章と学生人権条例などに明示された性的少数
者の人権問題が話題になっている。問題の始ま
りは2014年11月27日光州キリスト教教団協議
会が「光州人権憲章」と「光州学生人権条例」
の性的指向により差別されないという条項を改
正してほしいと朝鮮日報に投稿してからである

（全南日報、2014.12.24）。指摘された条項は「光
州人権憲章」第12条の「すべての市民は肌の
色、宗教、言語、出身地域、国籍、性的指向な
どに関係なく自分の文化を享有し、自分の宗教
を表明して実践しながら自分の言語を使用する
権利がある」と、「光州学生人権条例」の第20
条「学生は性別、宗教、民族、言語、年齢、性
的指向、身体条件、経済的余件、成績などを理
由に差別されず平等な待遇と学びを享受する権
利を持つ」であり、キリスト教団体は光州市長
と光州教育監に条例の改正を要求した。

この要求に対して光州広域市は曖昧な態度で
沈黙をしながら対応していたが、光州広域市教
育庁は性的指向に関する条項は必ず含まれるべ
き条項であると強く反論した。性的指向または
性別アイデンティティは個人の選択と決定の問
題であり、性的少数者に対する差別及び偏見は
憲法と法律が保障する個人の人格権及び平等権
に違反することであると応えている。また、同
庁は同性愛者であるというのは性的指向である
だけで異性愛者と違う待遇をされてはいけない、
性的指向を理由とした教員の暴言、学生による
いじめなどにより自殺する学生も少なくないこ
とから合理的な事由がない以上内容の改正や削
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除をする計画はないと意見表明をした（全南日
報、2014. 12.24）。

ソウル特別市は2014年12月10日の世界人権
の日を迎えて「ソウル市民人権憲章」を宣言す
ると発表した。人権憲章の制定にあたってその
項目については主婦、高校3年の受験生、タク
シードライバなど各領域から選ばれた市民委員
の190人が参加をし、2014年8月から11月まで
3ヶ月間議論を行い決めたのである。しかし、憲
章の第1章第4条の「ソウル市民は性別、宗教、
障害、年齢、社会的身分、出身地域、出身国家、
出身民族、容貌などの身体条件、婚姻可否、妊
娠・出産、家族形態・状況、人種、肌の色、良
心と思想、政治的意見、前科、性的指向および
性別アイデンティティ、学歴、病歴などの憲法
と法律が禁じている差別を受けない権利がある」
という性的少数者に対する差別禁止の項目が問
題になり結局宣言が出来なくなった（韓国日報、
2015.12.24）。

2014年10月、「忠清道民人権宣言」を制定・
宣言した忠清南道では2016年に人権支援セン
ターを設け、市・郡・道の財政支援を受ける機
関・団体と社会福祉施設における人権侵害事例
の発見及び予防活動を行う予定である（dt-
news24、2015.12.20）。

以上のように、いくつかの地方自治体では学
生人権条例、人権条例、人権憲章などを制定し
性的少数者の問題に対して人権的な観点からア
プローチをしていた。また制定にまでは至らな
かったが、制定に向けて努力をしている地域も
いくつが見えた。しかし、いまだにこれらに対
して反対の声が絶えることなく、このような反
対運動の先頭に立つ大半は保守的キリスト教関
連団体である。

Ⅲ．韓国におけるキリスト教の特殊性
─権力を持つ宗教団体

本章では、保守的なキリスト教関連団体の主

張の背景を明らかにするてために、主に崔享黙
の『権力を志向する韓国のキリスト教─内部
からの対案』（2013）を援用しつつ、韓国のキリ
スト教の特質についてみていく。

1．韓国のキリスト教の特殊性
キリスト教はイスラム教、仏教とともに世界

三大宗教の１つでイエスを救い主（キリスト）
として信じる、世界でもっとも信者数が多い宗
教と言われている。キリスト教といってもその
国の文化や社会状況などによって異なり、韓国
のキリスト教も韓国固有の社会状況や文化と絡
んで他の国のキリスト教とは異なるいくつの特
徴がある。

その特徴の1つ目は、韓国のキリスト教は信
者人口が多い国のひとつである。韓国統計庁が
2005年に発表した「人口住宅総調査」によると、
韓国の総人口は約4,728万人であるが、その中で
キリスト教人口は約1,380万人（全人口の29.2%）
であり、その内訳はプロテスタントが約865万
人（18.3%）、カトリックは約515万人（10.9%）
である。全人口の３割を占めるこの割合は世界
的にもとても高い数字である。韓国でプロテス
タントは一般的に‘基督教’と呼ばれ、カトリッ
クは ‘天主教’ と呼ばれているが、性的少数者の
問題においてキリスト教と言うと一般的に基督
教のことを指すため、本稿で言うキリスト教は
主に基督教（プロテスタント）を指す意味とし
て用いる。

2つ目は、キリスト教は政治と関係し権力を
有することである（崔、2013）。 

キリスト教は政治と関係が強く、キリスト教
つまりプロテスタントにおいても保守的キリス
ト教と進歩的キリスト教に区別される（崔、
2013）。

権威主義の政権に協力していた保守的キリ
スト教の勢力が、民主化の結果誕生した改革
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的な政権に抵抗する態度に出たのに対し、権
威主義的政権に抵抗していた進歩的キリスト
教の勢力が、改革的な政権に協力する態度を
とったというのが、過去二十年間民主主義の
制度化が進行した時期の風景である。（崔、
2013、p.19）

このように、歴史的に見ても「キリスト教は
他の宗教に比べて、異例なほど急速に影響力を
拡大して」（崔、2013、p.39）きており、そこに
はキリスト教が政治や政権と密接にかかわりな
がら自分たちの勢力を確保してきたことがある。

第３、信徒は非主体化され、画一化される傾
向がある。上記のように教会は上下秩序が明確
になっているため何も職責を持たない普通の信
徒（平信徒）は基本的に順従することが求めら
れる。それは疑問を持たず素直に信じることが

「善」とされ、それに反する思いや行為は「悪」
とされて悔い改めの対象となる。崔（2013）が

「教会において、位階的な信仰文化を強化するの
に最も決定的に寄与している要因は、何よりも
一般の信徒たちの非主体性」（p.78）と記すよう
に、信徒の非主体性や受動性は教会の体制を維
持させる主体となり、それは能動的力となって
いく。なぜ平信徒は自ら非主体的存在になろう
とするのか。それは生活の不安や苦しみなどを
自分より上の絶対的存在に託したいまたは依存
したい思いが基盤にあるからであろう。特に韓
国のように高学歴、高収入、外見重視など競争
社会に向かっている国であるだけに自分に対す
る無力感や弱さは誰もが感じることである。

2． 性的少数者問題におけるキリスト教と人権
的アプローチの争点

近年、世界的にはキリスト教が同性愛につい
てみる目線が変わりつつあるように感じる。長
年、キリスト教の立場は聖書に基づき同性愛は
許されない「罪（sin）」と認識され続けてきた

が、近年では性的指向としての同性愛は批判さ
れないものとされ、同性愛の（性的）行為のみ
が批判の対象になることや、古代宗教史や聖書
学者の中からは聖書には何も同性愛を禁止する
内容は読み取れないと主張する声も出ている（山
口、2008）。

話を韓国に戻すと、韓国では2015年6月、韓
国教会連合 3）、韓国基督教総連合会、韓国長老
教総連合会、未来牧会フォーラム、韓国教会言
論界の国内の大きな教団5団体が中心に「韓国
教会同性愛対策委員会」を立ち上げ、同性愛の
クィア文化祭をはじめ、性的少数者への人権保
障に関する行政の動きを批判し、反対の声を出
している。今までお互いを批判することが多か
った国内の教会団体らがこのように力を合わせ
て同じ声を出すことは珍しい。それほど韓国で
のキリスト教と性的少数者の人権保障の方向性
との間の溝は深い。
「韓国教会同性愛対策委員会」の反対声明やキ

ム・ジェヨン（2011）によると、韓国キリスト
教集団と性的少数者の人権保障を主張する人び
との間で争点となるのは大きく宗教的観点と社
会病理的観点の2つに分けることができる。

宗教的観点は、聖書に基づいたイエス（キリ
スト）の教えと性的少数者の人権保障の方向が
異なることが争点である。それは前述のように

「聖書によると同性愛は罪（sin）である」と認
識されていることに起因する。神が最初に作っ
た人間とされるアダムとイブの話からのメッ
セージは、性関係は男と女の間でのみ成立し、
性関係は性欲のためではなく子供を出産するた
めの行為であるため、結婚した関係でのみ許さ
れる。これが人間を作った神の思いとされ、そ
の思いに反する行為は全て罪と認識されるが、
同性愛はこの全てに違反することになってしま
う。男性は男性的魅力を有して、女性は男性と
は異なる女性としての魅力が存在し、お互いが
その異性がもつ固有の魅力に惹かれる形に造っ
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たのが神の思いとされる。しかし、同性愛はそ
の形に当てはまらない存在であることから罪と
認識されるのである。言い換えると、キリスト
教で同性愛を罪とする根本的理由はアダムとイ
ブの誕生を通して神様が伝えた創造秩序を守ら
なかったことである。その罪の結果、人間は罰
を受けることになる。旧約聖書、『創世記』（6章
－9章）に出てくるノアの方舟という物語は人
間が堕落してしまい、それを罰するために神様
が洪水を引き起こしたストーリーである。人間
が堕落したことの具体的な例が同性愛や近親相
姦といった性に関することである（キム・ジェ
ヨン、2011、pp.31-32）。キリスト教は同性愛な
どが社会に広がると、私たちはいつかノアの方
舟のような世紀の終末を再び迎えることになる
と警告している。

もう1つの争点となっているのが社会病理的
観点である。つまり、同性愛など性的少数者の
性的指向やアイデンティティは罪や非道徳的で
ある議論とは別に、性的少数者の存在自体が社
会病理の一現象とされる。したがって、それを
容認するとそのような現象が社会により広がり、
社会は病理的になると主張している。社会病理
的な観点には、同性愛が先天的な要因により決
定されるという生物学的原因、同性愛者が異性
愛者より性的な発達が送れているという精神分
析学的原因、後天的な経験や環境の影響により
同性愛者になるという学習理論的原因などがあ
る（キム・ジェヨン、2011）。このようなことを
根拠にして、韓国のキリスト教は、同性愛は治
療の対象であり治療さえすれば治ると主張して
いる。また同性愛は未成熟な青少年に悪い影響
を及ぼすため絶対認めてはならないと強く反対
をしている。

Ⅳ．性的少数者の人権問題の解決に向
けて

今まで見てきたように性的少数者問題におい

て韓国社会ではキリスト教の団体による反発の
強さが目立つが、これとは異なる動きもみられ
る。チョン・ウォンヒ（2014）の「韓国プロテ
スタントの同性愛論争と社会的実践─感情の
動学と儀礼を中心に」では参加主体の同性愛問
題に関して解釈や感情を調べるために新聞記事
に登場したキリスト教主体のリストを収集して
彼らが差別禁止法の制定、同性結婚など性的少
数者の市民権獲得について反対または支持をし
ているかどうかを基準に敵対的態度と友好的態
度に分類した。そして、その結果を90年代から
現在に至るまで、新聞記事に登場した回数によ
って積極的参加（6回以上）、選択的参加（3回
以上～6回未満）、消極的参加（3回未満）と名
づけて整理した。友好的態度の積極的参加グ
ループは、韓国キリスト青年学生連合会、差別
のない世の中のためのキリスト教者連帯、ソム
ドルヒャンリン教会がある。選択的参加グルー
プには第3の時代キリスト教研究所、韓国教会
協議会、韓国基督学生会総連盟がある。最後に
消極的参加グループには監理教神学大学、キリ
スト教社会宣教連帯会議、キリスト女民会、新
しい民族教会、『月刊キリスト教思想』、聖公会
大学、韓国神学研究所、正義平和のためのキリ
スト教者連帯、差別禁止法への対応及び性少数
者の嫌悪差別を阻止するための緊急行動、韓国
女性神学者協議会がある。

ここでは、友好的態度の積極的参加グループ
の一つであるソムドルヒャンリン教会の活動を
検討しながらキリスト教の中で性的少数者を支
持している団体の立場について検討したい。ヒ
ャンリン教会は性的少数者を支持しているいく
つかの教会の中でも最も活発に活動している団
体である。ソムドルヒャンリン教会は2013年ヒ
ャンリン教会から分立された。母体になるヒャ
ンリン教会は1950年 5月17日、超教派独立教
会、平信徒教会、共同体教会、立体教会の4つ
の精神を掲げて平信徒らによって設立された。
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ヒャンリン教会は創立40周年の1993年に教会
は絶えず自らを改革して変わらなければならな
いとし、信仰告白宣言を制定・発表した。ヒャ
ンリン教会の信仰告白の特徴は信仰告白の内容
を進歩的神学に整理したことである（ホン・グ
ンス、2001）。また、民主的共同体を実現するた
めに既存の教会で多く見られた家父長的な運営
方式から脱皮して若い人や女性を長老として選
出していることもヒャンリン教会の設立理念と
一致している（ホン・グンス、2001）。

ソムドルヒャンリン教会もこのような精神を
受け継いで外国人労働者、農民、解雇労働者、
分断民族の統一、性的少数者などのあらゆる領
域の問題に関心を持って支持活動をしている4）。
性的少数者問題においては特にソムドルヒャン
リン教会のイム・ボラ牧師の活動が注目される。
イム牧師は2013年4月24日、「MBCソン・ソク
ヒの視線集中 5）」に出演し、性的少数者問題に
激しく反対している保守的キリスト教団体に対
して「社会的弱者を差別することにキリスト教
が先頭に立つのは宗教的な姿勢ではない」、「キ
リスト教の律法が社会的弱者の保護に基礎を置
いていることから男女間での結合だけが正常な
結合であるという聖書の内容は再検討するべき
である」と批判の声を上げた。また、保守キリ
スト教団体が根拠としているソドムとゴモラの
罪の解釈については当時のイスラエル社会の状
況を反映しきれた解釈ではないと言い、ソドム
とゴモラの滅亡が同性愛によるものだという解
釈は間違っていると話した（市民日報、2013. 
4.24）。

また、第2章の2節でも述べたように、2014
年「ソウル市人権憲章」を制定する時も性的指
向に関連する部分について保守キリスト教団体
による反対が激しかったが、そのことに対して
もイム牧師は「性的少数者嫌悪勢力は生命の尊
厳性を抹殺して破壊する者であり、暴力を振る
う人間に施す寛容はない」、また「人権憲章に性

的指向が明示されること（への反対）に関して
は一歩も譲ることができない」と強く主張した

（newscham、2014.10.23）。
長年にわたって韓国の性的少数者はさまざま

な差別を受けてきた。そのなかで世界の人権的
アプローチの影響から、韓国社会も性的少数者
の差別問題を人権の観点から考えるようになっ
た。特に国家人権委員会を中心にした政府や条
例づくりを中心にした地方自治体のアプローチ
は性的少数者の人権保障を確立する方向に向か
わせているといえる。また韓国の性的少数者に
対する社会的な認識を差別事象などを通してみ
ると、上述したように反対勢力の動きが大きく
取り上げられ、社会的に共有された認識のよう
に受け止めかねない現状がある。しかし、本章
で述べたようにもっとも激しい反対をするキリ
スト教団体も決して一枚岩ではない。

性的少数者の人権保障の方向性とキリスト教
の考え方にはいくつか争点が出てくるが、韓国
のキリスト教は政治的権力が強いため、性的少
数者の人権問題は難しい状況にあるのが現状で
ある。しかし、同じくキリスト教に属するもの
の性的少数者の人権保障の方向に反しない集団
が現れ、その中の代表的団体がヒャンリン教会
である。この教会は韓国のキリスト教が有する
上下関係や権力関係の代りに、平等の関係を重
視し、同性愛を罪とする聖書の理解に対しても
神学の解釈の問題として新たな聖書の解釈を試
みている。すなわち、性的少数者の存在を罪と
認識するキリスト教の集団と性的少数者の人権
を考える動きとの間に生じる争点または溝を埋
められる可能性をもつ流れとしてヒャンリン教
会の取り組みを提示した。

罪深い人間を救うために現れたのがイエスで
あるとしたら、そのキリスト教が人を苦しめる
ための活動をすることは許されない。人権とは
特定の人や集団が付与の可否を決めるべき問題
ではないと考える。本稿で出している争点を差
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別や人の基本的生活といったより生活に密接な
ものとして捉え、話し合う場を形成していく必
要があると考える。なお、そのような性的少数
者の公共圏の形成についてはすでに別稿におい
て検討を試みている 6）。

【注】
 1） 勧告の内容と結果は国家人権委員会のホームペー

ジから入手した。

 2） 教育・学芸に関する事務（私立学校に関する事務

を含む。）を管掌するための機関として、特別市・

広域市・道に「教育監」及び「教育委員会」が設

置されている。「教育監」及び「教育委員会」の

委員は住民による直接選挙で選出される。「教育

監」は、特別市・広域市・道の教育・学芸に関す

る事務を分掌するため、首長と別に設置された執

行機関である。「教育監」には、条例案等の議案

提出権、予算の編成・執行権など首長と同様の広

範な権限が与えられており、首長から独立してそ

の事務を執行している。教育監の下にある組織を

総称して「教育庁」いう。（財団法人自治体国際

化協会ソウル事務所「韓国の教育自治」（財）自

治体国際化協会「CLAIR REPORT NUMBER」 

254（May 28, 2004）

 3） 韓国教会連合は、2012年に設立された社団法人

で、主に韓国基督教総連合会を脱退したプロテス

タント教会が中心となった韓国プロテスタント教

会の協議体であり、約40教団が会員となってい

る。

 4） 筆者の2015年11月に実施したある伝統的なキリ

スト教派への聞き取り調査では、表立っての性的

少数者への支持はできないが、水面下での支援が

行われている事例もあった。

 5） MBCラジオFMで放送される示唆・情報プログ

ラムである。

 6） 柳 希、三本松政之（2015）「韓国における性的

少数者の当事者組織形成過程に関する研究─当

事者としての活動家に着目して─」立教大学コミ

ュニティ福祉研究所紀要、第3号 pp.39-57
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